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第2特集―欧州における高齢者雇用の現状と政策 

 

　
高
齢
者
雇
用
の
実
態 

　
フ
ラ
ン
ス
で
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口

の
割
合
が
総
人
口
の
七
％
に
達
す
る
い
わ
ゆ

る
「
高
齢
化
社
会
」
に
到
達
し
た
の
は
、
一

八
六
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
高
齢

者
人
口
比
率
が
一
四
％
以
上
と
な
る
「
高
齢

社
会
」
と
な
っ
た
の
は
一
一
四
年
後
の
一
九

七
九
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
〇

年
代
以
降
高
齢
者
比
率
が
一
三
％
台
に
戻
っ

た
。
二
〇
〇
六
年
現
在
、
六
五
歳
以
上
の
高

齢
者
の
比
率
は
一
六･

二
％（
１
）で
高
齢
化
は

極
め
て
緩
や
か
な
ス
ピ
ー
ド
で
進
ん
で
い
る

（
図
１
参
照
）。 

（
一
）
労
働
力
率
・
失
業
率 

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
高
年
の
労
働
力
率

は
、
七
〇
年
代
ま
で
は
Ｅ
Ｕ
諸
国
（
Ｅ
Ｕ
一

五
カ
国
の
平
均
、
以
下
同
様
）
と
比
べ
て
高

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
八
〇
年
代
以
降
、

六
〇
歳
以
上
の
労
働
力
率
は
極
め
て
低
い
水

準
と
な
っ
て
い
る（
図
２
参
照
）。
一
方
、
失

業
率
は
二
〇
〇
五
年
下
半
期
以
来
、
低
下
傾

向
に
あ
り
、
〇
六
年
五
月
末
に
は
九
・
一
％

と
な
っ
た
が
、
七
〇
年
代
や
八
〇
年
代
初
め

よ
り
は
、
依
然
と
し
て
高
い（
２
）。
年
齢
別

で
は
中
高
年
の
失
業
率
が
比
較
的
低
い
水
準

を
保
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
若
年
者
の
失
業

率
が
高
い（
図
３
参
照
）。 

（
二
）
労
働
市
場
か
ら
の
引
退
年
齢 

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
九
一
一
年
以
前
生

ま
れ
世
代
の
労
働
市
場
か
ら
の
引
退
年
齢
は
、

平
均
で
六
三
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
早
期

引
退
が
進
み
、
三
二
〜
三
六
年
世
代
で
は
、

同
五
七
・
五
歳
ま
で
低
下
し
現
在
も
同
様
の

水
準
で
あ
る（
３
） 

。 

（
三
）
中
高
年
の
就
労
意
欲 

　
世
論
調
査
会
社
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
Ｓ
が
、
二
〇
〇

四
年
一
一
月
に
五
〇
歳
以
上
の
就
業
者
を
対

象
に
行
な
っ
た
「
労
働
市
場
か
ら
引
退
し
、

年
金
生
活
に
入
る
理
想
の
時
機
」
に
関
す
る

調
査
に
よ
る
と
、
「
出
来
る
限
り
遅
く
」
と

回
答
し
た
者
は
、
一
三
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た

（
４
）。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

中
高
年
の
就
労
意
欲
は
極
め
て
低
い（
図
４

参
照
）。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
現
在
、
六
五
歳

未
満
の
定
年
設
定
は
、
原
則
と
し
て
禁
止
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
、
産
業
別
の
労
使
交
渉
で

合
意
し
た
場
合
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

　
高
齢
者
雇
用
政
策 

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
高
年
の
低
労
働
力

率
は
、
失
業
率
、
特
に
若
年
層
の
そ
れ
が
高

フ
ラ
ン
ス 

早
期
退
職
が
根
強
い
文
化 

フ
ラ
ン
ス
委
託
調
査
員
　
藤
本
　
玲 
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止
ま
り
す
る
中
、
中
高
年
労
働
者
を
労
働
市

場
か
ら
引
退
さ
せ
、
若
年
求
職
（
失
業
）
者

の
雇
用
機
会
を
増
や
す
政
策
が
採
用
さ
れ
て

き
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ

ラ
ン
ス
で
は
年
金
支
給
開
始
年
齢
を
六
〇
歳

に
引
き
下
げ
、
五
五
歳
か
ら
五
九
歳
を
対
象

と
し
た
早
期
あ
る
い
は
段
階
的
退
職
を
促
す

制
度
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
、
中
高
年
労
働
者

の
労
働
市
場
か
ら
の
引
退
を
促
進
す
る
政
策

が
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
雇
用
政
策
は
、
若
年
者

や
長
期
失
業
者
を
対
象
と
し
た
も
の
が
多
く
、

高
年
齢
者
の
就
業
を
促
進
さ
せ
る
施
策
は
現

状
で
は
少
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
数

少
な
い
高
年
齢
者
就
業
促
進
策
の
う
ち
、
特

殊
雇
用
契
約
、
中
高
年
齢
層
向
け
職
業
紹
介

の
強
化
策
、
中
・
高
年
齢
層
の
教
育
訓
練
支

援
を
紹
介
す
る
。 

（
一
）
特
殊
雇
用
契
約 

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
積
極
的
失
業
対
策（
５
）

の
一
つ
に
「
特
殊
雇
用
契
約
」
が
あ
る
。
こ

れ
は
あ
る
一
定
の
条
件
の
下
で
締
結
で
き
る

雇
用
契
約
で
、
雇
用
主
へ
の
賃
金
補
助
や
再

就
職
後
の
職
業
訓
練
費
用
の
補
助
な
ど
を
雇

用
契
約
に
盛
り
込
む
こ
と
が
多
く
、
雇
用
（
再

就
職
）
を
促
進
さ
せ
て
い
る
。 

　
例
え
ば
雇
用
主
導

契
約（C
ontrat Ini-

tiative E
m
ploi

）は
、

無
職
の
者
を
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
（
最
低
週

二
〇
時
間
）
か
フ
ル

タ
イ
ム
で
雇
用
さ
せ

る
契
約
で
あ
る
。
雇

用
期
間
は
無
期
か
二

四
カ
月
以
下
の
有
期

で
、
そ
の
間
に
企
業

内
指
導
員
に
よ
る
研

修
を
受
け
た
り
、
勤

務
時
間
外
で
の
職
業

訓
練
を
任
意
で
受
け

る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
労
働
者
に
は
、

最
低
賃
金
（
Ｓ
Ｍ
Ｉ

Ｃ
）
以
上
の
報
酬
が

支
給
さ
れ
、
そ
の
一

部
（
最
高
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ

の
四
七
％
）
を
国
が

負
担
し
、
社
会
保
険

料
の
雇
用
主
負
担
の

一
部
が
免
除
さ
れ
る
。

二
〇
〇
二
年
に
は
、
雇
用
主
導
契
約
に
よ
り

再
就
職
を
果
た
し
た
労
働
者
の
二
六
％
が
五

〇
歳
以
上
で
あ
っ
た（
６
）。
こ
の
特
殊
雇
用

契
約
は
、
中
高
年
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の

で
は
な
い
が
、
彼
ら
の
再
就
職
に
一
定
の
貢

献
が
認
め
ら
れ
る
。 

（
二
）
中
高
年
齢
層
向
け
職
業
紹
介
の
強
化 

　
公
共
職
業
安
定
所
Ａ
Ｎ
Ｐ
Ｅ
は
、
一
部
の

大
企
業
と
協
定
を
結
び
、
高
年
齢
者
を
積
極

的
に
紹
介
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
Ａ
Ｎ
Ｐ
Ｅ

と
金
融
業
大
手
の
ソ
シ
エ
テ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル

（Societe G
enerale

）社
は
、
二
〇
〇
六
年

一
月
、
高
年
齢
の
求
職
者
の（
再
）就
職
を
促

進
さ
せ
る
た
め
に
協
力
す
る
協
定
を
締
結
し

た
。
同
社
は
、
転
職
し
て
し
ま
う
若
年
従
業

員
の
補
充
な
ど
の
た
め
に
、
高
年
齢
者
を
積

極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
同

様
の
協
定
は
、
自
動
車
製
造
業
の
ル
ノ
ー
と

の
間
で
も
結
ば
れ
て
い
る
。 

（
三
）
中
・
高
年
齢
層
の
教
育
訓
練
支
援 

　
中
高
年
の
職
業
訓
練
参
加
率
は
若
年
者
と

比
べ
て
低
い（
図
５
参
照
）。
そ
の
た
め
、
二

〇
〇
四
年
五
月
に
公
布
さ
れ
た
法
律
で
は
、

職
業
訓
練
に
よ
り
職
を
維
持
す
る
こ
と
を
目

的
に
「
再
熟
練
化
制
度（Periodes de pro-

fessionnalisation

＝
直
訳
す
れ
ば
、
専
門

化
期
間
制
度
）
」
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ
は

期
限
を
定
め
な
い
雇
用
契
約
を
締
結
し
て
就

労
し
て
い
る
従
業
員
の
う
ち
、
二
〇
年
以
上

の
就
労
経
験
の
あ
る
者
や
四
五
歳
以
上
で
（
現

在
就
労
す
る
企
業
に
お
け
る
）
勤
続
年
数
が

一
年
以
上
の
者
な
ど
で
、
職
務
遂
行
上
の
困

難
に
直
面
し
て
い
る
者
の
職
業
訓
練
を
受
け

る
権
利
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

　
具
体
的
に
は
、
当
該
従
業
員
又
は
雇
用
主

か
ら
の
提
案
で
職
業
訓
練
が
実
施
さ
れ
る
。

こ
の
職
業
訓
練
は
、
就
業
時
間
内
又
は
就
業

時
間
外
に
行
な
わ
れ
、
就
業
時
間
外
に
実
施

さ
れ
た
場
合
、
雇
用
主
は
（
就
業
し
た
場
合

に
支
払
わ
れ
る
）
賃
金
の
半
額
相
当
額
の
手

当
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

こ
の
職
業
訓
練
に
掛
か
る
費
用
は
、
雇
用
主

が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
制

度
の
導
入
が
、
中
高
年
の
職
務
遂
行
能
力
の

向
上
に
繋
が
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

（
四
）
Ｅ
Ｕ
の
年
齢
差
別
禁
止
指
針
に
沿
っ

た
国
内
施
策 

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
差
別
対
策
法（
７
）が
二

〇
〇
一
年
一
一
月
に
公
布
さ
れ
、
年
齢
に
よ

る
差
別
解
消
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
の
法
律

に
お
け
る
例
外
規
定
の
た
め
に（
８
）、
年
齢

に
よ
る
差
別
は
解
消
に
到
ら
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
少
な
く
と
も
減
少
す
る
と
思
わ
れ

る
。 

　
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
六
月
、
差
別
問
題
な

ど
を
調
査
、
審
議
す
る
た
め
の
機
関
Ｈ
Ａ

Ｌ
Ｄ
Ｅ
（
差
別
対
策
・
平
等
促
進
高
等
機

関H
aute Autorite de Lutte contre les 

D
iscrim

inations et pour l'Egalite

）
が

発
足
し
た
。
こ
の
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
に
は
、
企
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す
る
抜
き
打
ち
検
査
を
行
な
う
こ
と
や
、
ま

た
、
年
齢
を
理
由
に
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と

が
判
明
し
た
場
合
、
企
業
に
最
高
一
万
五
〇

〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
二
二
〇
万
円
）
の
罰
金
を

科
す
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
時
間
の
か
か
る
司
法
手
続
き
を
経
ず
に

制
裁
措
置
の
実
施
が
可
能
と
な
り
、
雇
用
機

会
均
等
の
促
進
お
よ
び
差
別
抑
制
効
果
が
期

待
さ
れ
る（
９
）。 

 

　
労
働
市
場
か
ら
の
引
退
と 

　
社
会
保
障
制
度 

（
一
）
公
的
年
金
制
度 

　
フ
ラ
ン
ス
の
公
的
年
金
制
度
は
、
保
険
原

理
に
基
づ
く
社
会
保
険
方
式
を
採
用
し
て
お

り
、
職
域
連
帯
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
。

民
間
企
業
従
業
員
な
ど
「
一
般
制
度（Reg-

im
e general

）」
へ
の
加
入
者
や
一
般
国
家

公
務
員
な
ど
、
大
部
分
の
勤
労
者
の
年
金
支

給
開
始
年
齢
は
六
〇
歳
で
あ
る
。
し
か
し
、

自
由
業
者
が
六
五
歳
、
国
鉄
職
員
が
五
〇
歳

ま
た
は
五
五
歳
な
ど
、
制
度
に
よ
っ
て
は
給

付
開
始
年
齢
が
異
な
る
。
平
均
給
付
月
額
（
男

性
）
は
、
一
三
六
二
ユ
ー
ロ
で
あ
る（
１０
）。

就
労
し
な
が
ら
の
年
金
受
給
は
あ
る
一
定
の

条
件
の
下
で
可
能
で
あ
る
。 

（
二
）
失
業
保
障
制
度 

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
失
業
保
障
制
度
は
、

失
業
し
た
元
被
用
者
が
対
象
と
な
る
「
失
業

保
険
制
度（Regim

e d'assurance chom
-

age : 

財
源
は
労
使
が
納
め
る
保
険
料
）」
と

職
業
経
験
の
な
い
求
職
者
や
失
業
保
険
の
対

象
を
過
ぎ
た
長
期
失
業
者
等
が
対
象
と
な
る

「
連
帯
制
度（Regim

e de solidarite : 

財

源
は
租
税
）」
か
ら
成
る
。 

　
「
失
業
保
険
制
度
」
に
よ
る
失
業
手
当
給

付
額
は
、
従
前
賃
金
の
五
七
・
四
〜
七
五
％

（
上
限
額
あ
り
）
で
あ
る
。
給
付
期
間
は
、

就
労
月
数
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
原
則
と
し
て

七
カ
月
間
か
ら
二
三
カ
月
間
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
直
近
の
三
六
カ
月
間
に
二
七
カ

月
以
上
の
保
険
料
拠
出
を
証
明
で
き
る
五
〇

歳
以
上
の
失
業
者
は
、
最
高
で
六
カ
月
間
、

失
業
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
五
七
・
五
歳
以
上
の
失
業
保
険
受
給
者

は
、
申
請
に
よ
り
、
毎
月
の
求
職
活
動
報
告

を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

　
「
連
帯
制
度
」
に
は
、
「
老
齢
年
金
相
当

給
付（Allocation equivalent retraite

）」

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
的
年
金
の
保
険
料
を

一
六
〇
四
半
期
（
四
〇
年
間
）
拠
出
し
た
六

〇
歳
未
満
の
失
業
者
を
対
象
に
、
年
金
支
給

開
始
（
六
〇
歳
）
ま
で
の
所
得
を
保
障
す
る

も
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
給
付
期
間
は
、
受

給
者
が
、
六
〇
歳
に
達
す
る
ま
で
で
あ
る
）
。

給
付
額
は
、
世
帯
収
入
に
応
じ
て
変
わ
り
、

原
則
と
し
て
月
額
九
三
六 

ユ
ー
ロ
が
最
高

額
で
あ
る（
１１
）。
こ
の
よ
う
に
、
失
業
保
障

制
度
が
高
年
齢
者
の
引
退
を
促
す
要
因
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
政
府
で
は
、
こ
れ
を
見
直

す
動
き
を
見
せ
て
い
る（
１２
）。  

（
三
）
プ
レ
年
金 

　
フ
ラ
ン
ス
に
は
早
期
ま
た
は
段
階
的
に
引

退
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
様
々
な
所
得
保

障
制
度
（
以
下
「
プ
レ
年
金
」（
１３
））
が
あ
る
。

こ
れ
は
主
に
公
的
年
金
支
給
開
始
前
の
五
五

歳
か
ら
五
九
歳
を
対
象
に
早
期
あ
る
い
は
段

階
的
退
職
を
認
め
る
制
度
で
、
早
期
退
職
時

ま
た
は
就
業
時
間
削
減
時
か
ら
公
的
年
金
支

給
開
始
時
ま
で
の
所
得
保
障
を
行
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
プ
レ
年
金
を
利
用
し
て
従
業
員

を
解
雇
す
る
企
業
は
、
あ
る
一
定
割
合
の
代

替
従
業
員
（
特
に
若
年
者
）
の
雇
用
を
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
二
〇
〇
四

年
に
は
、
約
三
・
五
万
人
が
新
規
に
プ
レ
年

金
を
利
用
し
、
同
年
末
の
適
用
者
総
数
は
約

一
四
万
人
で
あ
っ
た（
１４
）。 

 

　
高
年
齢
者
の
継
続
雇
用
に 

　
関
す
る
取
り
組
み 

　
二
〇
〇
一
年
三
月
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で

開
催
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議
で
は
、
二
〇
一

〇
年
に
五
五
歳
か
ら
六
四
歳
の
就
業
率（
１５
）

を
五
〇
％
に
す
る
と
い
う
目
標
が
決
定
さ
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、

上
昇
す
る
失
業
率
、
と
り
わ
け
若
年
者
の
そ

れ
を
低
下
さ
せ
る
対
策
に
追
わ
れ
て
い
た
。 

　
設
定
さ
れ
た
目
標
ま
で
五
年
に
迫
っ
た
今

年
（
二
〇
〇
六
年
）
六
月
に
な
っ
て
、
政
府

は
、
高
年
齢
者
の
雇
用
を
促
進
さ
せ
る
向
こ

う
五
年
間
（
〇
六
年
か
ら
一
〇
年
）
の
行
動

計
画
を
正
式
に
発
表
し
た
。
こ
れ
は
、
昨
年

一
〇
月
一
三
日
の
労
働
組
合
と
経
営
者
団
体

の
合
意
を
基
本
と
し
て
い
る
。
こ
の
合
意
は

そ
の
後
、
政
府
に
よ
り
修
正
さ
れ
、
労
働
組

合
等
と
の
三
回
の
協
議
を
経
て
、
今
年
三 

月
九
日
、
経
営
者
団
体
と
主
な
労
働
組
合（
Ｃ

Ｆ
Ｄ
Ｔ
、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
、
Ｃ
Ｆ
Ｅ
―
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）

に
よ
り
、
正
式
に
承
認
さ
れ
て
い
た
。
ド
・

ヴ
ィ
ル
パ
ン
首
相
は
、
今
回
の
計
画
を
具
体

化
す
る
た
め
、
関
連
す
る
法
の
整
備
を
「
早

急
に
」
行
な
う
意
向
を
明
ら
か
に
し
、
三
労

働
組
合
も
同
意
し
て
い
る
た
め
、
あ
ま
り
混

乱
も
な
く
、
段
階
的
に
実
施
に
移
さ
れ
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
行
動
計
画
を
実
行
に
移
す

た
め
、
政
府
は
二
〇
〇
六
年
に
一
〇
〇
〇
万

ユ
ー
ロ
の
追
加
拠
出
を
予
定
し
て
い
る
。 

主
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

（
一
）
高
年
齢
失
業
者
向
け
の
特
殊
雇
用
契

約
の
新
設 

　
五
七
歳
以
上
で
か
つ
公
共
職
業
安
定
所
Ａ

Ｎ
Ｐ
Ｅ
に
三
カ
月
間
以
上
求
職
者
登
録
を
し

て
い
る
者
な
ど
を
対
象
に
、
契
約
期
間
が
一

八
カ
月
以
内
の
有
期
雇
用
契
約
（
一
度
だ
け

更
新
が
可
能
）
を
新
設
す
る
。
無
期
限
の
雇

用
義
務
の
な
い
こ
と
か
ら
、
高
年
齢
者
の
採

用
を
促
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

（
二
）
ド
ラ
ラ
ン
ド
課
徴
金
の
廃
止 

　
こ
の
計
画
で
は
、
ド
ラ
ラ
ン
ド
課
徴
金

（C
ontribution D

elalande

）を
、
段
階
的

に
廃
止
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
の

課
徴
金
は
、
一
九
八
七
年
に
創
設
さ
れ
、
五

〇
歳
以
上
の
高
年
齢
従
業
員
を
解
雇
し
た
際

に
、
企
業
が
地
域
商
工
業
雇
用
協
会（
Ａ
Ｓ

Ｓ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）（
１６
） 

に
支
払
う
負
担
金
で
、
「
失

業
保
険
制
度
」
の
財
源
の
一
部
と
な
る
。
そ

の
た
め
、
企
業
が
中
高
年
の
採
用
を
躊
躇
す

る
原
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の

た
め
、
既
に
、
四
五
歳
以
上
で
採
用
さ
れ
た

従
業
員
を
（
五
〇
歳
以
上
で
）
解
雇
す
る
場

合
に
、
こ
の
課
徴
金
が
課
さ
れ
な
い
よ
う
な

制
度
改
正
が
二
〇
〇
三
年
に
実
施
さ
れ
て
い

た
が
、
今
回
、
段
階
的
に
廃
止
す
る
こ
と
が

決
ま
っ
た
。 

　
ド
ラ
ラ
ン
ド
課
徴
金
の
段
階
的
な
廃
止
手

続
き
を
定
め
る
法
律
の
発
効
後
に
採
用
し
た

従
業
員
を
解
雇
し
た
場
合
、
こ
の
課
徴
金
は

課
さ
れ
な
い
。
ま
た
ド
ラ
ラ
ン
ド
課
徴
金
自

体
が
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
を
以
て
完
全

廃
止
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
（
つ
ま
り
以
前
か

ら
雇
用
さ
れ
て
い
た
従
業
員
を
五
〇
歳
以
上

で
解
雇
し
た
場
合
も
、
こ
の
課
徴
金
の
支
払

い
を
免
れ
る
）。
こ
れ
は
、
課
徴
金
の
支
払
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い
を
恐
れ
た
企
業
主
が
中
高
年
の
採
用
を
控

え
る
と
い
う
傾
向
を
な
く
す
こ
と
を
狙
っ
て

い
る
。 

（
三
）
六
五
歳
未
満
の
定
年
設
定
の
禁
止 

　
現
行
法
で
は
六
五
歳
未
満
の
定
年
を
設
定

す
る
こ
と
が
、
例
外
な
が
ら
も
認
め
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
六
五
歳
未
満
の
定
年

を
設
定
し
て
い
る
場
合
は
、
労
使
交
渉
を
通

じ
て
二
〇
〇
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
に
、

解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。 

（
四
）
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
の
就
労
を
促

進 　
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
の
就
労
を
促
進
さ

せ
る
こ
と
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
現
在
、

年
金
を
受
給
し
な
が
ら
の
就
労
は
、
勤
労
収

入
（
賃
金
）
と
年
金
の
合
計
額
が
、
年
金
受

給
開
始
直
前
の
最
終
賃
金
額
を
超
え
な
い
場

合
、
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ

と
が
、
年
金
受
給
開
始
以
前
に
低
賃
金
だ
っ

た
者
の
（
年
金
受
給
後
の
）
就
労
抑
制
に
繋

が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
最
低
賃
金
水
準
Ｓ

Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
賃
金
を
得
て
い
た
者
が
、
年
金
受

給
開
始
後
に
就
労
し
て
も
、
勤
労
収
入
（
賃

金
）
と
年
金
の
合
計
額
が
、
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
を
超

え
る
ま
で
に
就
労
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な

い
。 

　
そ
こ
で
、
今
後
は
、
勤
労
収
入
（
賃
金
）

と
年
金
の
合
計
額
が
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
一
・
六
倍

に
な
る
ま
で
は
、
就
労
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
そ
の
結
果
、
低
所
得
者
だ
っ
た
者
の

年
金
受
給
開
始
後
の
就
労
を
促
進
さ

せ
る
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。 

（
五
）
年
金
割
増
率
の
引
き
上
げ 

　
現
在
、
完
全
年
金
（
フ
ル
ペ
ン
シ

ョ
ン
）
の
受
給
資
格
を
持
つ
者
が
、

支
給
開
始
年
齢
（
六
〇
歳
）
を
超
え

て
就
労
を
継
続
し
、
年
金
受
給
を
繰

り
下
げ
た
場
合
、
そ
の
繰
り
下
げ
た

年
数
に
応
じ
て
、
年
金
支
給
額
が
増

額
さ
れ
る
。
そ
の
割
増
率
は
、
一
年

繰
り
延
べ
に
つ
き
三
％
で
あ
る
。
そ

れ
を
、
今
後
は
一
年
繰
り
延
べ
で
三

％
、
二
年
目
以
降
は
（
一
年
に
つ
き
）

四
％
、
六
五
歳
以
上
ま
で
繰
り
延
べ

た
場
合
は
五
％
（
同
）
と
、
割
増
率

が
引
き
上
げ
ら
れ
る
。 

（
六
）
高
年
齢
者
就
労
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
実
施 

　
今
年
九
月
か
ら
、
五
〇
〇
万
ユ
ー

ロ
を
費
や
し
、
全
国
規
模
で
、
高
年

齢
者
就
業
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
変

え
る
た
め
の
大
々
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
実
施
す
る
。
具
体
的
に
は
、
企

業
や
個
人
（
世
論
）
向
け
に
、
新
聞
広
告
、

ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
な
ど
を
流
す
こ
と

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
二

〇
〇
七
年
ま
で
の
二
年
間
を
予
定
し
て
い
る
。 

 

　
労
働
意
欲
を
い
か
に
高
め
る
か 

　
フ
ラ
ン
ス
で
こ
こ
数
十
年
続
い
て
き
た
早

期
退
職
政
策
の
結
果
、
中
高
年
の
労
働
力
率

の
低
下
が
、
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。
従
っ

て
こ
の
傾
向
を
反
転
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、

公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
引
き
下
げ
や
プ

レ
年
金
に
対
し
て
、
国
民
は
肯
定
的
に
捉
え

て
い
る
。 

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
労
働
者
自
身
が
進
ん
で
早

期
退
職
す
る
場
合
も
多
く
、
会
社
側
が
早
期

退
職
を
促
す
こ
と
の
多
い
日
本
と
は
状
況
が

異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
公
的
年
金
支
給
開

始
年
齢
が
六
〇
歳
と
低
い
年
齢
に
設
定
さ
れ

て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
齢
の
更

な
る
引
き
下
げ
を
求
め
る
デ
モ
も
、
時
折
実

施
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
経
営
者
団
体
お

よ
び
労
働
組
合
と
協
議
の
上
で
、
高
年
齢
者

の
就
労
促
進
策
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
を
成

功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
中
高
年
の
労
働
意
欲

を
い
か
に
高
め
る
か
が
重
要
で
あ
る
。 
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退
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退
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あ
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れ
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潔
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で
、
こ

こ
で
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レ
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。
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、
日
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齢
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民
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